
定 例 会 議
令和３年度第１回随時監察の実施結果について

令和３年８月18日

資 料 監 察 課

１ 令和３年度第１回随時監察（身上関係）の実施結果

(1) 実施日

令和３年５月10日から同年７月15日までの間

(2) 実施対象

全所属を対象に実施

(3) 実施項目

職員の身上把握・指導状況、職務倫理教養の実施状況及び非違事案防止対策の

推進状況

(4) 実施結果

ア 職員の身上把握・指導状況

全般的に、身上把握が良好にされており、所属長をはじめとする幹部により

個々の職員に応じた指導がなされていた。

イ 職務倫理教養の実施状況及び非違事案防止対策の推進状況

小集団討議や所属長等の幹部教養により、職務倫理教養の推進状況は良好で

あった。

また、幹部から、適宜本部発出文書や報道記事等の資料を活用した非違事案

防止教養が実施されるなど、各所属で非違事案防止に努めていた。

２ 令和３年度第１回随時監察（服務関係）の実施結果

(1) 実施期間

令和３年６月１日から同年６月15日までの間

(2) 実施対象

県下12署（警察庁舎を含む）、交機隊、高速隊、機動隊及び警察学校

(3) 実施項目

職員の勤務規律遵守状況、施設の管理状況、重要貸与品等の保管管理状況、看

守勤務員の服務状況等

(4) 実施結果

大きな問題点はなかったが、施設の管理状況等の指摘点が認められ、当該所属

に改善を求めた。

【資料１】



定 例 会 議 「行方不明高齢者の早期発見に向けた連携推進 令和３年８月18日

資 料 に関する協定」の締結について 少年女性安全対策課

１ 協定締結の経緯

令和３年３月策定「高知県認知症施策推進計画」の基本的施策では、地域支援体

制の強化を掲げ、その取組の一つとして、地域で安心して生活できる支援体制の充

実を目指しており、本協定を締結することで県と県警察の連携をより強化し、行方

不明高齢者の早期発見につなげるものである。

２ 高知県の認知症高齢者数の推計

データ出典「高知県認知症施策推進計画」令和３年３月高知県作成

３ 協定締結式

（1） 名称

高知県における認知症又は認知症の疑いがある行方不明高齢者の早期発見に向

けた連携推進に関する協定

（2） 日時

令和３年８月26日（木）午後４時から午後４時15分までの間

（3） 場所

高知県庁 ２階 第一応接室

（4） 締結者

高知県知事、高知県警察本部長

４ 協定の締結による取組

（1） 県の担当部署と連携し、行方不明高齢者の早期発見を推進する。

(2) 県の担当部署を通じた県内各市町村担当部署との連絡体制を整備する。

(3) 県民に向けた広報啓発により、地域で見守る力を向上させ、認知症高齢者の早

期発見につなげる。

【資料２】


	8.18　資料１　
	8.18　資料２

